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第１章 計画の見直しにあたって 

◎第２次小郡市男女共同参画計画の施策見直しの考え方 

 

１ 見直しの必要性 

  平成２６年３月に「第 2 次小郡市男女共同参画計画（平成２６年度～平成３５年度）」を策定し、

計画に基づき施策を進めてきました。しかし、計画策定から５年目を迎え、その間の社会情勢の変化

に伴って、具体的施策のなかで事業内容の見直しが必要なものが出てきました。 

  また、計画のこれまでの推進状況や男女共同参画に関しての新たな課題を踏まえた上で、市が今後

取り組む事業を男女共同参画の視点から見直し、変更すべき事業や新たに取り組むべき事業が出てき

ました。 

 

２ 見直しの概要 

（１）基本的な計画体系（基本理念、基本目標、主要課題、施策の方向性）は、原則として現行計画

どおりとし、具体的施策について見直します。 

 

（２）国の第 4 次男女共同参画基本計画や第 4 次福岡県男女共同参画計画など、小郡市の計画策定

以降の国や県の方針、関係法律の改正、男女共同参画についての新たな課題等を反映したものとす

るとともに、第５次小郡市総合振興計画との整合性を図ります。 

 

法律の改正等・・・平成２７年８月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

（以下、「女性活躍推進法」という）、「配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律」の改正など 

新たな課題等・・・働く女性に関する問題や顕在化する性的少数者の人権問題など 

 

（３）これまでの男女共同参画計画の推進状況報告及び報告に対する小郡市男女共同参画社会推進審

議会の意見等を反映したものとします。 

  

 （４）計画の期間は現行計画の期間（平成３５年度まで）とします。 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一
人
ひ
と
り
が
認
め
合
い
、
い
き
い
き
と
輝
く
ま
ち 

お
ご
お
り 

１ 

男
女
共
同
参
画
の 

 
 

た
め
の
意
識
づ
く
り 

１ 男女共同参画社会に向けて 

  の意識啓発 

２ 男女共同参画教育の推進 

３ 男女共同参画に関する 

  社会教育の推進 

４ 国際的視野のもとでの 

  男女共同参画推進 

基本目標 主要課題 施策の方向性 

第２章 第２次小郡市男女共同参画計画施策体系図 

計画の推進体制 
（１） 推進体制の整備 

（２） 市民と協働して進めるまちづくり 

将来像 

（１） 男女共同参画社会に向けての意識啓発 

（１） 男女共同参画の視点に立った保育・幼児教育の 

   推進 

（２） 学校における男女共同参画教育の推進 

（１） いつでも誰でもが参加できる社会教育の推進 
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２ 女性に対するあらゆる暴力の 

  排除と被害者の保護 

（１） 男女共同参画の視点での人権意識の啓発 １ 人権の尊重 

（１） 暴力の防止に向けての啓発 

（２） 被害者支援体制の整備 

１ 生涯を通じた健康支援 

（１） 互いの性と生命の尊重と自己決定についての啓発 

   と支援 
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２ 高齢者・障がい者の社会参加 

  への支援 

（１） 高齢者・障がい者の生活に対する支援 

１ 女性の参画・登用の推進 

（１） 女性リーダーの育成 

（２） 政策・方針決定の場への参画促進 

（３） 地域での男女共同参画の推進 

（４） 防災における男女共同参画の推進 
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  労働環境の整備 

（１） セクシュアル・ハラスメント等の防止 

（２） 誰もが働きやすい労働環境づくり 

（３） 農業で働く人たちの労働条件の改善 

（１） 男性の育児等への参画促進  

（２） 子育て支援の充実 
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第３章 基本目標と施策の展開 

   

 

主要課題１  男女共同参画社会に向けての意識啓発 

現状と課題 

男女共同参画の実現には、誰もが男女共同参画を身近なものとしてとらえ、関心を持つとともに市民

一人ひとりの理解と認識を深めることが大変重要です。小郡市においても、男女共同参画の意識づくり

に向けたさまざまな施策に取り組んできましたが、いまだ多くの課題が残されているのが現状です。 

 広報・啓発活動は継続的に行われているものの、市民に十分に行き渡っていない状況も見受けられま

す。今後の啓発活動では、市民の関心をひき、より多くの市民の理解を促すため、広報・啓発活動の工

夫を行うことが必要です。 

施策の方向性 

 （１）男女共同参画社会に向けての意識啓発 

 男女共同参画を市民にとって身近なものとして推進できるよう、性別・年代によらず多様な視点を持

ち、テーマ等の工夫を行いながら、継続して意識啓発に取り組みます。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 図書等の展示、紹介 男女共同参画社会を推進する図書等を展示、

紹介し、市民に男女共同参画社会実現のため

の啓発を行います。 

図書課  

２ 男女共同参画社会に

向けての啓発 

テーマ設定や周知・集客の工夫を行いながら、

男女共同参画に関するセミナー等を定期的に

開催し、市民啓発を行います。男女共同参画セ

ミナーの１回あたりの参加者１００人をめざしま

す。（平成２９年度４８人／回） 

秘書広報課  

３ 広報やホームページ等

での情報発信、啓発 

広報への「女と男 パートナーシップ」の掲載や

ホームページの積極的活用等により、男女共

同参画に関する情報の提供や啓発を行いま

す。また、市ホームページや SNS（ソーシャルネ

ットワークサービス）による情報発信、啓発を検

討します。 

秘書広報課 施策 

内容 

変更 

４ 男女共同参画推進に

関する法令・施策の周

知・啓発 

広報紙やセミナーなどを活用し、男女共同参画

推進に関する法令や施策の周知・啓発を行い

ます。 

秘書広報課 施策名

変更 

 

 

 

基本目標１ 男女共同参画のための意識づくり 
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主要課題２  男女共同参画教育の推進 

現状と課題 

男女共同参画意識の形成にあたっては、乳幼児期から、その視点に立って子どもを育んでいくことが

重要であり、また、次世代を担う子どもたちが社会の変化に対応していくためには、性別にとらわれず

それぞれの個性と能力を発揮できるような教育を行っていくことが求められます。 

 男女共同参画社会を形成する上では、子どもの頃からの意識づくりや教育が大変重要な役割を担って

います。学校教育等の現場ではこれまでも、男女共同参画の視点に立った教育活動が行われてきました

が、今後も性別に関係なく、児童生徒一人ひとりの個性や能力を伸ばす教育を行っていくことが求めら

れます。 

施策の方向性 

（１）男女共同参画の視点に立った保育・幼児教育の推進 

 保育士・教諭への研修や、保育・教育計画の作成、保護者への啓発等において、男女共同参画の視点

に立った保育・幼児教育に努めます。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 保育士・教諭の男女共

同参画教育に関する研

修の今後の方針 

男女共同参画についての認識を深めるため、

職員研修会を開催するとともに、市主催の研

修会へ参加します。 

保育所 

幼稚園 

 

２ 就学前教育における男

女共同参画の推進 

男女共同参画の視点に立ち、保育・教育計画

の作成や、保育・教育内容及び教材等の見直

しを行います。 

保育所 

幼稚園 

 

３ 男女共同参画に対する

保護者啓発 

 

保護者会・学級分会や園行事等の場を活用し

て、研修・講座や資料の提供などを行い、保

護者の意識向上や家庭における男女共同参

画を推進します。 

保育所 

幼稚園 
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（２）学校における男女共同参画教育の推進 

 教職員への研修や各種教育活動での児童生徒の意識づくり、保護者への啓発等を通じて、学校におけ

る男女共同参画教育の推進に努めます。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 教職員の人権・同和

教育研修での男女共

同参画の推進 

教職員に対して人権・同和教育研修会を開催

し、その中で男女共同参画に関する意識啓発

を行うことで、男女共同参画教育を推進します。 

教務課 

人権・同和教

育課 

 

２ 学校教育における男

女共同参画の推進 

道徳の時間をはじめ、全教科・全領域におい

て、児童生徒の男女共同参画意識及び人権意

識の向上を図ります。また、全教育活動におい

て、性別による役割分担にとらわれない指導内

容や指導方法の充実に努めるとともに、一人ひ

とりの能力や適性・個性を生かせる進路指導を

推進します。 

教務課 

人権・同和教

育課 

 

３ 保護者への啓発 児童生徒の保護者に対し、ＰＴＡ等を通じて男

女共同参画に関する情報提供を行います。ま

た、男女共同参画の視点に立った学校教育を

行うことにより、児童生徒の姿を通して保護者

への啓発につなげます。 

教務課 

人権・同和教

育課 
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主要課題３  男女共同参画に関する社会教育の推進 

現状と課題 

女性も男性も自立した一人の人間として認め合い、社会のあらゆる場面に参画するためには、学校等

での教育活動だけでなく、地域における教育や、生涯を通じた学習活動などにおいて継続的に男女共同

参画の意識づくりを行っていくことが必要です。 

 これまで、各種講座やセミナー等を通じて男女共同参画の意識や環境づくりを行ってきましたが、講

座内容や参加者の固定化などが課題となっており、より多くの参加を促すための取組が求められます。 

施策の方向性 

（１）いつでも誰でもが参加できる社会教育の推進 

 男女共同参画の視点を持った各種講座やセミナー、社会教育関係者への研修などを通じて社会教育に

おける男女共同参画を推進します。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 社会教育における男

女共同参画の推進 

講座やセミナー等を通じて女性の意識向上や

能力開発に努めるとともに、各種講座等へ男女

共同参画の視点を導入し、市民の意識啓発を

図ります。 

コミュニティ推

進課 

生涯学習課 

 

２ 講座、講演会等事業

における託児の実施 

乳幼児をもつ人が各種講座や講演会等に参加

しやすいよう、託児を実施するとともに、託児ボ

ランティアの養成を行います。 

生涯学習課 

子育て支援課 

保育所・幼稚

園課 

 

３ 社会教育関係者への

男女共同参画に関す

る研修の推進 

社会教育事業にたずさわるコミュニティセンター

館長や自治公民館長、サークル関係者などに

対し、男女共同参画に関する研修を案内し、参

加を促進します。 

コミュニティ推

進課 
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主要課題４  国際的視野のもとでの男女共同参画の推進 

現状と課題 

今日まで我が国の男女共同参画の取組は、世界的な取組とともに進められてきました。あらゆる分野

で国際化が進み、男女共同参画の取組も国際的な動きと連動し影響を受けながら進んでいるため、国際

社会の動向について理解を深め、関心を高めていく必要があります。 

 小郡市においても、男女共同参画社会の実現を国際的な課題としてとらえ、今後も市民の国際理解の

推進や国際意識の育成に取り組むとともに、市内在住の外国人が住みよい多文化共生のまちづくりを進

めていくことが必要です。 

施策の方向性 

（１）国際理解の推進 

 外国人が安心して暮らせる環境づくりを進めるため、男女共同参画の視点を持って市民の国際理解の

推進や国際意識の育成を推進し多文化共生のまちづくりを進めます。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 外国人が安心して暮ら

せる多文化共生のま

ちづくりの推進 

男女共同参画の視点を持って、市民の国際感

覚や意識を育むとともに、外国人にとって住み

よいまちづくりを進めるため、各種国際交流事

業を推進します。また、冊子等を活用し、外国

人への情報提供に努めます。 

秘書広報課 施策名 

変更 
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主要課題１  人権の尊重 

現状と課題 

日本国憲法に個人の尊重と法のもとの平等がうたわれ、男女共同参画社会基本法の理念に男女の人権

の尊重が掲げられているように、人権の尊重は男女共同参画社会を形成するための基本となります。 

 小郡市では、各種啓発活動や教育を通じて、市民の人権意識を育んできました。女性の人権問題は、

長い歴史の中で形成されてきた問題であり、今後とも継続的な教育・啓発活動が不可欠です。また、性

的少数者の人権問題として、性的指向※や性自認※等を理由に困難な状況に置かれることがないよう、理

解促進が求められています。さまざまな人権問題とともに認識を深め、あらゆる差別の解消をめざして

いく必要があります。 

 
※性的指向 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、具体的には、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、        

      同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛等を指す。 
※性 自 認 自分の性をどのように感じているかという性別に関する自己意識のこと。「こころの性」と呼ばれることもある。 

施策の方向性 

（１）男女共同参画の視点での人権意識の啓発 

 「第２次小郡市人権教育・啓発基本計画」に基づく取組を通じて、男女共同参画を視点とする人権意

識の向上を図ります。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 人権教育・啓発の 

推進 

「第２次小郡市人権教育・啓発基本計画」に基

づく人権教育・啓発の取組や、人権教育啓発セ

ンターの活用などを通じて市民の人権意識の向

上を図り、女性差別を含めたあらゆる差別の解

消をめざします。 

人権・同和対

策課 

人権・同和教

育課 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 男女の人権が尊重される社会づくり 
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主要課題２  女性に対する暴力の排除と被害者の保護 

現状と課題 

暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権問題であり、性別や間柄を問わず、決して許されるもので

はありません。DV 防止法※の改正などにより法整備は進んでいるものの、依然として DV（ドメスティ

ック・バイオレンス）※等の暴力被害は全国的にも大きな社会問題となっています。 

 DV 等に関する相談内容は年々多様化・複雑化しており、それらに適切に対応していくためには、庁

内各課をはじめ、関係機関等との連携体制をより一層強化することが重要です。あわせて、暴力を未然

に防ぐ取組として、啓発活動や子どもの頃のからの教育についても継続的に実施していく必要がありま

す。 
 
※DV防止法  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 
※DV（ドメスティック・バイオレンス） 配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力。殴る・蹴るといっ 

                    た身体的暴力だけでなく、大声でどなる・無視するといった精神的暴力、生活費を渡さない 
                                       などの経済的暴力、性的行為を強要するなどの性的暴力も含まれる。 

施策の方向性 

（１）暴力の防止に向けての啓発 

 親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力を未然に防止できるよう、広報紙やセミナー

等を通じた啓発や、学校を中心とした教育活動、DV の実態把握に努めます。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 暴力根絶に向けての

啓発事業 

広報紙やセミナー等を活用し、DV 防止に向け

た啓発や、ＤＶ防止法及びストーカー規制法等

の関係法令の周知を行い、暴力の未然防止、

根絶につなげます。 

秘書広報課 

子育て支援課 

 

２ セクシュアル・ハラスメ

ントの防止と救済 

 

職場や地域社会、学校等あらゆる場面でのセ

クシュアル・ハラスメントの防止及び被害者救

済に向けて、広報紙を通じた啓発や関係機関

への働きかけを行います。 

秘書広報課 

教務課 

 

 

３ 若年層への啓発 

 

 

福岡県等と連携し、若年層への男女共同参画

啓発活動を推進し、暴力を容認しない意識の

醸成を図ります。 

秘書広報課 

教務課 

 

４ ドメスティック・バイオ

レンスの実態の把握 

ホットライン受託団体との情報交換や市役所へ

の相談などで傾向を把握します。第３次計画策

定の際に実施する市民意識調査に DV に関す

る設問を設定するなど、DV の実態を把握しま

す。 

秘書広報課 施策 

内容 

変更 
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（２）被害者支援体制の整備 

 関係機関と連携のもと、各種相談や、被害者の保護及び被害の早期発見に取り組むとともに、庁内の

連携体制を強化し被害者への適切な支援を行います。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 被害者の自立支援 

 

 

市の母子・父子自立支援員によって貸付、就

労等の相談に応じる中でＤＶについて相談があ

った場合、関係機関と連携のもと被害者の自

立支援につなげます。 

子育て支援課  

２ おごおり女性ホットラ

インの活用 

 

「おごおり女性ホットライン」によって、暴力をは

じめとするさまざまな悩みに対し電話相談を実

施します。 

秘書広報課  

３ 被害者の保護 福岡県配偶者暴力相談支援センター等と連携

のもと、一時保護や母子生活支援施設への入

所措置等を行い、ＤＶ被害者等への支援を行

います。 

秘書広報課 

子育て支援課 

 

４ 周辺地域の関係機関

等との連携強化 

「福岡県配偶者からの暴力防止対策北筑後地

域連絡会議」等の関係機関との連携を図りな

がら、配偶者等からの暴力防止に対処します。 

秘書広報課  

５ 庁内連携体制の充実 庁内各課と連携を強化し、情報共有や対応体

制の整備など、被害者への適切な支援を行い

ます。 

 

全庁 

 

 

６ 関係機関・団体等との

連携による被害者の

早期発見 

医療関係者や民生委員・児童委員、保育・教育

関係者など、配偶者等からの暴力を発見しや

すい立場にある機関・団体等に対し、ＤＶ防止

法や相談窓口などを周知し、連携を深め、被害

者の早期発見を図ります。 

秘書広報課 

子育て支援課 
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主要課題１  男女共同参画の視点に立った労働環境の整備 

現状と課題 

 経済情勢の変化等によって女性の社会進出が進む中、男女がともに対等なパートナーとしていきいき

と働くことができる労働環境づくりは大変重要です。女性活躍推進法が制定されたことにより、国・地

方公共団体や民間事業主は女性の採用や人材育成に関する事業主行動計画を策定することが義務付けら

れ、働く場における女性の活躍を推進する取組が求められています。 

 小郡市では農業もさかんに行われているため、農業における男女共同参画の推進も重要な視点となり

ます。農業者を含めた全ての労働者が、自らの意思に基づいていきいきと働くことができるよう、ワー

ク・ライフ・バランスの推進や男女がともに働きやすい職場環境づくりなど、働く場における男女共同

参画をより一層推進していくことが必要です。 

施策の方向性 

（１）セクシュアル・ハラスメント等の防止 

 市内事業者に対してセクシュアル・ハラスメント等の防止に向けた啓発を行うとともに、市役所にお

いても職場としてセクシュアル･ハラスメントを許さない環境をつくります。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ セクシュアル・ハラスメン

ト等防止対策の啓発 

職場におけるセクシュアル・ハラスメントやマタ

ニティ・ハラスメントの防止に向けた啓発・情報

提供を行います。 

商工・企業立地

課 

施策 

内容 

変更 

２ 職場におけるセクシュア

ル・ハラスメントの防止 

セクシュアル・ハラスメント防止の基本指針、

要綱に基づき、防止策を講じるとともに、相談

員による相談支援を行います。 

人事法制課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ ともにいきいきと働き、支え合う社会づくり 
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（２）誰もが働きやすい労働環境づくり 

 市内事業所への啓発や求職者への就職支援に取り組むとともに、職場として男女が働き続けることが

できる市役所づくりに取り組み、誰もが働きやすい環境づくりに努めます。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 男女が働き続ける条件

整備 

 

 

仕事と家庭の両立を支援するとともに、結婚

や出産等に関わらず職員誰もが働き続けるこ

とができるよう、各種休業・休暇の取得促進を

はじめとする勤務環境の整備充実を図りま

す。「小郡市における女性職員の活躍の推進

に関する特定事業主行動計画」に基づき、男

性職員の出産補助休暇を取得する割合を１０

０％、育児休業取得率を２０％以上となるよう

に推進します。 

人事法制課  

２ 市内事業所への啓発 

 

 

国、県と連携のもと、市内事業所に対して、女

性活躍推進やワーク・ライフ・バランス、育児

休業・介護休業制度、労働基準法など男女共

同参画及び労働に関する情報提供及び啓発

を行います。 

また、広報紙やホームページ等を通じて、労

働者等に対する相談先の周知を行います。 

秘書広報課 

商工・企業立地

課 

施策 

内容 

変更 

３ 求職者の能力開発・再

就職支援 

 

求職者の能力開発や技術取得による就職支

援の一つとして、パソコン講座を開催します。

また、妊娠や出産、育児等の理由でいったん

退職した人を対象として、女性再チャレンジ講

座の実施や、県等が主催するセミナー等の情

報提供を行います。 

商工・企業立地

課 

生涯学習課 

 

４ 女性への起業支援 

 

新規創業にかかる費用の一部を補助するな

ど取組を進めるとともに、創業支援事業計画

に基づき商工会・日本政策金融公庫と連携し

た支援を行います。また、福岡県や財団法人

中小企業振興センターなどと連携のもと、起

業講座などの情報を提供します。 

商工・企業立地

課 

施策 

内容 

変更 

５ 労働教育の推進 誰もが働きやすい環境で働き続けることがで

きるよう、労働者の基本的な権利や関係法

令、制度等に関する知識を習得するための啓

発及び相談窓口の情報提供を行います。 

商工・企業立地

課 

施策 

内容 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

（３）農業で働く人たちの労働条件の改善 

研修会等を通じて農業者への啓発及び能力向上支援に取り組むとともに、家族経営協定の推進や農村

女性リーダーの育成等、男女がともにいきいきと働ける農村づくりに努めます。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 農村における男女共同

参画の啓発 

 

農業者を対象とした研修会やイベント等にお

いて、男女の農業者の能力向上や農業者間

の情報交換、男女共同参画に関する啓発を

行い、農業における男女共同参画の意識づく

りに努めます。 

農業振興課  

２ 家族経営協定の推進 認定農業者の再認定時などを活用して家族

経営協定の趣旨やメリット等の説明を行い、

認定農業者数に占める家族経営協定締結数

の割合が２５．０％以上になるようその締結を

推進します。（平成２９年度２３．７％） 

農業振興課  

３ 農業従事者の能力向上

支援 

 

女性農業者が中心となり運営している直売所

等が実施する講習会、先進地視察等の支援

を行うとともに、農業者へのパソコン講座を実

施するなど、農業に従事している男女の能力

向上を支援します。 

農業振興課  

４ 農村女性リーダーの育

成と支援 

 

意欲的に農業に取り組む女性を、女性農村ア

ドバイザー等に推薦し、研修会等を通じてリー

ダーとしての育成を行います。 

農業振興課  
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主要課題２  ともに支えあう子育て・介護の実現 

現状と課題 

 社会経済情勢の変化に伴い、就労形態が多様化し、労働時間の高止まりや共働き世帯の増加により、

男女がともに家事や育児、介護などを支え合っていくことが重要になっています。固定的な性別役割分

担にとらわれることなく、家庭内の仕事を分担できるよう、男性の家事・育児等への参画を促進すると

ともに、子育てや介護に関する公的支援を充実させ、ワーク・ライフ・バランス及び家庭における男女

共同参画を推進していく必要があります。 

施策の方向性 

（１）男性の育児等への参画促進 

 男性が参加しやすい家事・育児等に関する各種教室・講座等を開催し、男性の積極的な参画を促進し

ます。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 男性の家事等や地域活

動への参画の推進 

 

料理教室等を開催し、男性の生活力の向上

及び家事等や地域活動への参画を促進しま

す。 

生涯学習課 

コミュニティ推

進課 

 

 

２ 男性への子育て・家庭

教育支援 

 

父親・男性が参加しやすい子育て及び家庭教

育に関する学習会等を開催し、男性の育児等

への積極的な参画につなげます。 

子ども育成課  
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（２）子育て支援の充実 

 子育て家庭を公的に支援するため、各種子育て・保育サービスの提供や相談支援の充実、子育て連絡

会の機能強化を図ります。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 子育て支援事業の充実 子育て支援センターやつどいの広場「ぽかぽ

か」の充実をはじめ、シルバー人材センターに

おけるシルバーママサービスの活用や、ファミ

リーサポートセンターについて検討を行う等、

地域における子育て支援の充実に努めます。 

子育て支援課 

保育所・幼稚園

課 

 

２ 子育てに関する相談体

制の充実 

子ども総合相談センターの職員と子育て支援

センター、つどいの広場「ぽかぽか」等におけ

る相談を通じて、子育てに関する相談体制の

充実を図ります。 

子育て支援課 施策 

内容 

変更 

３ 多様な保育サービスの

提供 

延長保育や一時預かり保育、病児・病後児保

育、放課後児童健全育成事業など、さまざま

なニーズに応じた多様な保育サービスを提供

します。 

保育所・幼稚園

課 

子育て支援課 

子ども育成課 

 

４ 子育て連絡会の充実 母子保健の充実を目的に子育てに関わる組

織で構成する「子育て連絡会」の機能を強化

し、統合した情報誌の発行のほか、事業内容

の情報交換、企画調整を行い、より多面的な

施策を市民に提供します。 

子育て支援課  

 

（３）介護支援の充実 

 高齢者を介護する家庭などの介護者が、仕事や家庭生活、地域活動などを両立することができるよう、

各種サービスの提供による負担軽減や介護者への啓発を行います。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 介護保険事業・高齢者

福祉サービスの周知と

介護負担の軽減 

「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基

づく各種サービスの提供や、それらに関する

情報提供を行うことで、介護が必要な家庭の

負担軽減を図ります。 

介護保険課  

２ 介護者への啓発 性別に関わらず誰もが介護の担い手となるこ

とができるよう、また、介護負担がどちらか一

方に偏ることがないよう、男女共同参画の視

点を持ちながら介護者への啓発・情報提供を

行います。 

介護保険課  

 

 

 

 



 

16 

 

主要課題３  多様な家族への支援 

現状と課題 

 家族形態が多様化する中、ひとり親家庭も増加傾向にあります。 

 ひとり親家庭では、経済的な問題をはじめ、家庭と仕事、育児など生活上のさまざまな問題を一人で

抱え、不安定な状況に置かれがちです。こうした、ひとり親家庭を含むさまざまな家庭が自立して安定

した生活を送ることは、男女が等しく社会に参画していくためにも重要なことです。そのため、あらゆ

る家庭が安心して暮らせるよう、多方面から生活を支援していく必要があります。 

施策の方向性 

（１）ひとり親家庭等への支援 

 各種制度の周知を行うとともに、その活用を通じてひとり親家庭への生活支援に取り組みます。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ ひとり親家庭等への経

済的支援 

 

ひとり親家庭等医療や児童扶養手当、その他

給付金等の制度の周知を行い、支給によって

ひとり親家庭等の経済的自立を支援します。 

子ども育成課  

２ 母子･父子自立支援 

 

 

市の母子・父子自立支援員によって貸付、就

労等の相談に応じ、関係機関と連携のもと相

談者の自立支援につなげます。 

子育て支援課  

３ ひとり親家庭等日常生

活支援業務 

ひとり親家庭等に対して家庭介護人を派遣

し、子どもの送り迎えや、親が帰宅するまでの

保育及び家事の援助などを行うことで、ひとり

親家庭等の支援を行います。 

子育て支援課  
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主要課題１  生涯を通じた健康支援 

現状と課題 

男女が互いの身体的特徴を理解し合い、相手に対する思いやりを持つとともに、生涯にわたって健康

で充実した生活を送ることは、男女共同参画社会の形成を図る上での前提と言えます。 

 女性は、妊娠や出産など、男性とは異なった身体の変化や病気の問題に直面する可能性があることか

ら、人生の各段階に応じた健康に関する知識、情報の提供、相談支援などが必要です。また、男女がお

互いの身体的特徴を十分に理解し、お互いの性を尊重することは、男女共同参画社会にとっても重要な

ことであるため、性に関する正しい知識の普及・啓発を進める必要があります。 

施策の方向性 

（１）互いの性と生命の尊重と自己決定についての啓発と支援 

健康教育や相談支援を通じて、妊娠から出産・育児にわたる健康支援を行うとともに、性教育の充実

により性や命の大切さについて学ぶ機会の充実に努めます。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 出産、育児に関する健

康教育の充実 

「ようこそ赤ちゃん教室」などにおいて、妊娠や出

産、育児に関する学習会を実施するとともに、男性

の育児参加についても促進します。 

健康課  

２ 出産、育児に関する相

談の充実 

総合保健福祉センター「あすてらす」内での健康相

談や、妊産婦・新生児訪問により、妊娠・出産・育

児に関する相談の充実を図ります。 

健康課  

３ 性教育の充実 児童生徒が発達段階に応じて、性に関する正しい

知識を身に付けることができるよう、学校における

性教育の充実に努めます。 

また、乳幼児とのふれあい体験等を通じて、児童

生徒が命や子育ての大切さについて学ぶ機会の

充実を図ります。 

教務課 

健康課 

 

 

（２）生涯を通じた健康支援 

男女の生涯を通じた健康を支援するため、それぞれの性別に応じた健康教育を行うとともに、誰もが

相談しやすい環境づくりに努めます。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 性別に応じた健康づく

りの啓発 

生涯を通じた主体的な健康管理のために、男女そ

れぞれの性別特有の疾病や健康上の問題につい

て、受診率、健康診査結果などを参考にしながら、

啓発や教育・指導を行います。 

国保年金課 

健康課 

 

２ 健康相談の内容充実 総合保健福祉センター「あすてらす」での健康相談

を通じて、性別、年齢を問わず、すべての人が気軽

に相談できる環境づくりに努めます。 

健康課  

基本目標４ ともに健康で安心して暮らせる環境づくり 
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主要課題２  高齢者・障がい者の社会参加への支援 

現状と課題 

 全国的に高齢者人口が増える中、高齢になっても男女がともに健康で安心して暮らせる社会をつくる

ためには、男女の生活実態、意識、身体機能等の違いへの配慮など、男女共同参画の視点をもったきめ

細やかな施策展開が求められます。 

 また、男女共同参画に関するさまざまな課題とあわせて、高齢であることや障がいがあることなどに

よって、複合的に困難な状況に置かれる場合もあることから、それらへの配慮も重要な視点として、誰

もが安心して暮らせる環境整備を行っていくことが必要です。 

 小郡市ではこれまでも、各個別計画に基づき、高齢者や障がい者への支援を行ってきましたが、今後

とも男女共同参画の視点をもちながら、継続して高齢者や障がい者の生活及び社会参加への支援を行っ

ていくことが重要です。 

施策の方向性 

（１）高齢者・障がい者の生活に対する支援 

 男女共同参画の視点をもちながら、各分野の計画に基づいて各種サービスを提供し、高齢者や障がい

者の生活及び社会参加を支援します。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 高齢者福祉施策の推進 

 

高齢であることに加え性別によって複合的に困

難な状況に置かれることがないよう、男女共同

参画の視点を持ちながら、「高齢者福祉計画・

介護保険事業計画」に基づき各種サービスを提

供し、高齢者の生活や社会参加を支援します。 

介護保険課  

２ 障がい者福祉施策の推

進 

障がいがあることに加え性別によって複合的に

困難な状況に置かれることがないよう、男女共

同参画の視点を持ちながら、「障がい者計画・

障がい福祉計画・障がい児福祉計画」に基づき

各種サービスを提供し、障がい者の生活や社

会参加を支援します。 

福祉課  
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主要課題１  女性の参画・登用の推進 

現状と課題 

 男女共同参画社会の形成にあたっては、男女がともにまちづくりのあらゆる分野に参画することが重

要であり、さまざまな場面で多様な価値観と発想が取り入れられることは、まちの活性化にもつながり

ます。 

 小郡市では、平成３０年度の審議会等における女性の登用率は３２．３％（４月１日現在）となって

おり、目標に達していない状況です。委員として求める専門分野や団体・地域の役員に女性が少ないこ

とが課題となっています。女性の積極的な社会参画を支えるための環境整備とともに女性自身の意識向

上に取り組むことが必要です。 

施策の方向性 

（１）女性リーダーの育成 

 各種研修等での学習や、女性団体等への活動支援を通じて、男女共同参画を推進する女性リーダーの

育成を図ります。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 女性リーダーの養成 県や国などが行う地域や職場でリーダーを目指

す女性を対象とした研修への参加を促すことに

より、男女共同参画の視点を持ったリーダーを

育成します。 

秘書広報課 施策 

内容 

変更 

２ 女性団体等への支援 おごおり女性協議会をはじめとする女性団体

等、男女共同参画社会実現に向けて活動して

いる団体に対する支援を行い、地域のリーダー

としての育成を図ります。 

秘書広報課  

３ 政治学級の充実拡充 政治学級を通じて暮らしと政治の結びつきにつ

いて学び、有権者意識を高めるとともに、政治

参画意識の向上を図ります。 

選挙管理委員

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標５ ともに参画するまちづくり 
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（２）政策・方針決定の場への参画促進 

市政のあらゆる分野に多様な意見を取り入れることができるよう、現状・課題を考慮しながら、審議

会等委員への女性の登用を一層推進するとともに、市職員に対しても平等な処遇を行います。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 審議会等委員への女性

の登用の推進 

政策・方針決定過程への女性の参画を促進し、

あらゆる分野に女性の意見を反映させるため、

委員に占める女性の割合が４０．０％以上になる

よう、審議会等委員への女性のさらなる登用を推

進します。（平成３０年４月１日現在３２．３％） 

全庁 施策 

内容 

変更 

２ 女性の参画・登用の推

進 

 

 

市職員に対する職務・管理職登用において、研

修への参加を推進するとともに、その能力に応じ

て積極的な女性の登用を図り、管理職に占める

女性の割合が２５．０％以上になるよう推進しま

す。（平成３０年４月１日現在、２０．０％） 

人事法制課  

３ 農業委員への女性の積

極的登用 

 

農業分野における男女の平等な参画を促進する

ため、農業委員への女性の積極的登用を図り、

農業委員に占める女性の割合が３０％以上にな

るよう推進します。 

（平成３０年７月１５日現在、１７．４％） 

農業委員会  

 

４ 審議会や委員会等の委

員への支援 

 

登用された女性委員が、積極的に会議に参加で

きるよう、男女共同参画に関する意識啓発や研

修会等の案内を行います。 

秘書広報課  

 

（３）地域での男女共同参画の推進 

コミュニティセンターにおいて男女共同参画に関する講座、セミナーの開催や、地域リーダーへの意

識啓発を行うことで、地域における男女共同参画を推進します。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 地域における男女共同

参画の意識の啓発 

コミュニティセンターにおいて男女共同参画に関

する講座やセミナーを開催するとともに、その受

講生が学んだ知識を活かすシステムをつくること

で、地域における男女共同参画意識の向上を図

ります。 

コミュニティ

推進課 

 

２ 地域リーダーの男女共

同参画の意識啓発 

 

区長や自治公民館長、民生委員・児童委員など

地域のリーダー的存在となる市民に対して、男女

共同参画セミナー等への参加促進や地域に出向

いた啓発活動などを行います。 

全庁  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

（４）防災における男女共同参画の推進 

女性消防団員の活動の充実や、男女共同参画の視点に立った地域防災に取り組むことで、防災におけ

る男女共同参画を推進します。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 女性消防団員の防災活

動への参画 

防災活動全般における女性消防団員の位置づ

けや活動内容を協議し、防災活動の充実を図り

ます。また、女性消防団員の確保に努めます。 

総務課  

２ 地域防災における男女

共同参画の視点の導入 

 

「地域防災計画」に基づき、男女共同参画の視点

に立った地域防災活動に取り組むとともに、必要

に応じて計画の見直しを行います。 

総務課  
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第４章 計画の推進体制 

計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○庁内体制 

（１）男女共同参画推進本部 

 市長を本部長とし、副市長、教育長、各部長により構成される会議で、計画について審議を行

う。 

（２）男女共同参画推進幹事会 

 経営政策部長を委員長、教育部長を副委員長とし、各課長により構成される会議で施策の総合

的企画、関係行政機関の連絡調整を行う。 

（３）実務者研究チーム 

 推進幹事会内に実務者研究チームを設置し、男女共同参画計画策定に関する基礎調査、計画等

に係る意見や提案等を行う。 

 ○男女共同参画社会推進審議会 

    識見者、団体代表、市民からの公募の委員で構成され、本市における女性の地位向上及び男女共同

参画社会の実現にむけて、市長の諮問を受けて審議を行うほか、計画の進捗状況について報告を受け

必要に応じて意見を述べる。 

市   長 男女共同参画社会推進審議会 

男女共同参画推進本部 

男女共同参画推進幹事会 

実務者研究チーム 

(報告) (意見) 

(報告) 

(報告) 

(報告) (指示) 

(指示) 

(指示) 

(諮問) 

(答申) 

※事務局 経営政策部秘書広報課男女共同参画推進室 

推進体制図 
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   計画の推進に関する事業 

（１）推進体制の整備 

 庁内推進体制の強化や、各施策の実施状況の把握及び審議会への報告などにより、計画を全庁的・総

合的に推進していく体制づくりに努めます。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 庁内推進体制の充実・

連携の強化 

「男女共同参画推進本部」や「男女共同参画推進

幹事会」の会議を定期的に開催し、実施状況等

を確認・協議することで、計画を全庁的・総合的

に推進していくための体制の充実及び連携の強

化を図ります。 

秘書広報課  

２ 男女共同参画計画の推

進 

 

毎年度、計画に基づく各施策の評価や実施状況

の把握を行い、「男女共同参画社会推進審議会」

に報告するとともに、審議会での意見を各施策に

反映することで、さらなる計画の推進を図ります。 

全庁  

３ 男女共同参画推進のた

め活動拠点の検討 

既存施設を活用しながら、男女共同参画を推進

するための拠点確保について検討します。 

秘書広報課  

４ 男女共同参画社会推進

審議会の開催 

 

市の諮問に応じて審議会より答申を受けるととも

に、計画の実施状況について出された意見を踏

まえ男女共同参画に関する施策の推進を図りま

す。 

秘書広報課 施策名

変更 

５ 男女共同参画の視点に

立った刊行物ガイドライ

ン作成 

 

市及び関係機関が発行する刊行物に関して、固

定的な性別役割分担意識にとらわれない表現を

行うための指標として作成したガイドラインについ

て、情報収集を行いながら、必要に応じて改訂を

検討します。 

秘書広報課  

６ 男女共同参画担当部署

の強化・充実 

男女共同参画推進政策を総合的に推進していく

ため、推進体制の強化・充実を図ります。 

秘書広報課  

７ 苦情処理機関の効果的

な運用 

苦情処理機関として設置している「男女共同参画

推進委員」の周知を行いながら、男女共同参画

施策等に関する市民からの苦情を適切に処理し

ます。 

秘書広報課  

８ 市職員の男女共同参画

に対する意識の向上 

 

計画の実施状況報告作業や職員研修などを通じ

て、男女共同参画に関する啓発等を行い、職員

の意識向上を図ります。 

秘書広報課 

人事法制課 
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（２）市民と共同して進めるまちづくり 

 市民の参画や市民からの多様な意見を取り入れながら、計画を推進するとともに、男女共同参画の視

点を取り入れた協働によるまちづくりを推進します。 

No. 具体的施策 内容 担当課 備考 

１ 第３次計画策定にあた

っての市民意識調査の

実施 

男女共同参画に関する意識調査を行い、市民の

意識や行政に対する要望を把握し、政策に反映

させます。 

秘書広報課 実施年 

度のみ 

評価 

２ 市民からの意見の聴取 重要な計画を策定する際にパブリック・コメントを

実施するなど、市民からの意見を広く取り入れな

がら、計画を推進・策定します。 

全庁  

３ 審議会等への市民の積

極的登用の推進 

市の施策に、性別に関わりなく市民の声を反映

できるよう、審議会等への公募等による市民の

登用を推進します。 

全庁  

４ 男女共同参画のまちづ

くりの推進 

市民との協働によるまちづくりにおいて男女共同

参画の視点を取り入れ、地域の関係団体との連

携強化や、さまざまな分野における男女共同参

画のまちづくりを推進します。 

秘書広報課 

コミュニティ

推進課 

 

 


